
諸塚村職員採用試験公告第１０号

　平成２０年度諸塚村職員採用試験を次のとおり実施する。

　　　平成２０年 ７ 月 ７ 日

諸 塚 村 長 成 崎 孝 孜

平 成 ２ ０ 年 度 諸 塚 村 職 員 採 用 試 験 実 施 要 領

１　採用試験の種類、職種、採用予定人員及び職務の内容

種 類 職 種
採 用 予 定
人 員

職 務 の 内 容

初 級 一 般 事 務 （ Ａ ） 若 干 名
諸塚村役場に勤務し、一般行
政事務に従事します。

２　受験資格

（１） 学　歴
学歴は問いません。

（２） 年　齢
昭和５４年 ４ 月 ２ 日から平成 ３ 年 ４ 月 １ 日までに生まれた者

３　欠格事項

　次のうちいずれか一つに該当する者は受験できません。
（１） 日本国籍を有しない者

（２） 成年被後見人又は被保佐人（準禁治産者を含む）

（３） 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終るまで又はその執行を受けることがなくなるま
での者

（４） 諸塚村職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者

（５） 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力
で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

４　試験の日時、場所及び合格発表

試 験 試 験 の 日 時 試 験 場 合 格 発 表

一 次 試 験

　９月２１日(日曜日)
１０月中旬に諸塚村役場
前掲示板に掲示する ほ
か、合格者に通知しま
す。

 　　７：３０　受付開始 宮崎県立門川高校
 　　８：１０　着      席 （東臼杵郡門川町

 　　８：３０　試験開始   大字門川尾末2680番地）

　 １２：３０　試験終了

二 次 試 験
１０月下旬に第一次
試験合格者に対し
て行います。

諸塚村中央公民館 １１月上旬役場前掲示板
に掲示するほか合格者
に通知します。

（東臼杵郡諸塚村

大字家代3066番地）



５　試験の方法

　　初級試験については、高等学校卒業程度の試験を次のとおり行います。

　 試 験 試 験 科 目 内 容

一 次 試 験
教 養 試 験

公務員として必要な一般的な知識及び知能についての
多枝選択式による筆記試験

作 文 試 験
表現力、課題に対する理解力その他の能力についての
記述式による筆記試験

二 次 試 験
人 物 試 験 面接試験

身 体 検 査 胸部疾患の有無等の健康状態についての医学的検査

６　受験手続

（１） 申込用紙請求先等
ア 申込用紙の交付場所

諸塚村役場総務課
イ 郵便による申込用紙の請求方法

請求先　〒883-1392　宮崎県東臼杵郡諸塚村大字家代2683番地
諸塚村役場総務課

　封筒の表に赤字で「諸塚村職員採用試験受験申込書請求」と書き、１４０円切手
を貼った宛先明記の返信用封筒（Ａ４版が入る大きさ）を必ず同封し、諸塚村役場
総務課に請求してください。

　なお、郵送に要する往復の日数を十分考慮してください。

（２） 申込用紙の提出先
〒８８３－１３９２
宮崎県東臼杵郡諸塚村大字家代2683番地　　諸塚村役場総務課
申込手続： 　所定の申込用紙に必要事項（申込用紙の「郵便はがき」欄に受験者の

住所を忘れずに書いてください。）を記入し、最近６か月以内に撮影した
写真と５０円切手を所定のところに貼って提出してください。

　写真の貼ってないもの、職種の記入のないものは、受け付けられない
場合がありますので注意してください。

（注） 　郵送する場合は必ず郵便局の窓口で簡易書留郵便にして、その際郵便局窓
口で交付される「書留郵便物受領証」は、受験票が到着するまで保管しておい
てください。
　なお、封筒の表に赤字で「諸塚村職員採用試験受験」と書いてください。

（３） 受付期間
 ７ 月２８日（月）～ ８ 月１５日（金）まで　８：１５～１７：００まで（土曜・日曜日を除く）

　　　 　郵送の場合は、８月１５日（金）までの消印のあるものに限り受け付けます。（なお、受
付締切日近くになって、郵便で申し込む場合は「書留郵便」にしてください。）

（４） 受験票の交付
　受験資格審査等の結果、申込書を受理したときは、受験票を郵送します。
　９ 月 ５ 日（金）を過ぎても受験票が到着しないときは、諸塚村役場総務課（ＴＥＬ０９８
２－６５－１１１１又は６５－１１１２）に連絡してください。



７　合格から採用まで

（１） 　最終合格者は採用候補者名簿に登載されたのち、そのうちから任命権者によって採
用が決定されます。

　この名簿からの採用は原則として平成２１年 ４ 月 １ 日以降となります。
　なお、合格者は採用予定数より多く決定されますので、試験に合格しても採用されな
い場合があります。

（２） 　給与は諸塚村一般職の職員の給与に関する条例に基づいて支給されます。

８　問い合わせ先

　この試験についての問い合わせは、諸塚村役場総務課にしてください。郵便での問い合
わせは、９０円切手を貼った宛先明記の返信用封筒を同封してください。

諸塚村役場総務課
住 所 〒８８３－１３９２　東臼杵郡諸塚村大字家代２６８３番地
電 話 番 号 ０９８２－６５－１１１１、６５－１１１２
メールアドレス ｍｓｏｕｍｕ＠ｍｏｒｏｔｓｕｋａ．ｊｐ
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